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お知らせ

消費税法の一部が改正され、平成１６年４月１日から適用されることになっております。
今回の改正では、事業者免税点制度の適用上限の引き下げ、簡易課税制度の適用上限の

引き下げ、総額表示の義務付けなど多くの事業者に関係する改正が行われております。
－医業経営・福利厚生部－

消費税法の改正について

【事業者免税点の引き下げ】

納税義務が免除される基準期間（注１を参
照）における課税売上高の上限が１，０００万円
（現行３，０００万円）に引き下げられます。
（注１）基準期間とは、個人事業者については
その年の前々年をいい、事業年度が１年である
法人についてはその事業年度の前々事業年度を
いいます。したがって、個人事業者の平成１７年
分の基準期間は平成１５年分、事業年度が１年で
ある法人の平成１７年３月末決算分の基準期間は
平成１５年３月末決算分となります。
１ 適用関係

この改正は、平成１６年４月１日以後開始
する課税期間から適用されます。したがっ
て、個人事業者は平成１７年分から、事業年度
が１年である法人については平成１７年３月末
決算分から適用されます。

２ ポイント
� 基準期間における課税売上高が１，０００万
円を超えることとなった場合には、「消費税課
税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税
務署長に提出する必要があります。
� 平成１６年４月１日以後最初に開始する課
税期間が課税事業者となる場合で、直前の課
税期間において納税義務が免除されていた事
業者が、平成１６年４月１日以後最初に開始す
る課税期間から簡易課税制度（注２を参照）
の適用を受けようとする場合には、その課税
期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出すれば、簡易課税制度の適用を受ける
ことができます。

（注２）簡易課税制度とは、その課税期間にお
ける課税標準額に対する消費税額を基にして、
仕入控除税額を計算する制度であり、具体的に

は、その課税期間における課税標準額に対する
消費税額に、みなし仕入率（第五種事業（サー
ビス業等）５０％）を掛けて計算した金額が仕入
控除税額とみなされます。

【簡易課税制度の適用上限の引き下げ】

簡易課税制度を適用することができる基準期
間における課税売上高の上限が５，０００万円（現
行２億円）に引き下げられます。
１ 適用関係

この改正は、平成１６年４月１日以後開始す
る課税期間から適用されます。したがって、
個人事業者は平成１７年分から、事業年度が１
年である法人については平成１７年３月末決算
分から適用されます。

２ ポイント
� その課税期間の基準期間における課税売
上高が５，０００万円以下の事業者が、簡易課税
制度の適用を受けようとする場合には、その
課税期間の開始の日の前日までに所轄税務署
長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提
出する必要があります。

【総額表示の義務付け】

１ 適用関係
この改正は、平成１６年４月１日から適用さ

れます。
２ ポイント
� 総額表示とは、消費税額を含む支払総額
の表示を言い、「消費税額」や「税抜価格」をカ
ッコで表示しても差し支えありません。

※くわしくは、貴院の関与税理士にご相談下さ

い。

お知らせ

北 海 道 医 報第１０１７号 平成１５年６月１日 （１９）


